
＜別紙１＞

第三者評価結果報告書

①第三者評価機関名

公益社団法人神奈川県介護福祉士会

②施設・事業所情報

名称：グループホームアイリス 種別：共同生活援助

代表者氏名：鯉渕 哲生 定員（利用人数）：       ６名

所在地：〒210-    川崎市

TEL： ホームページ：http://www.k-jigyodan.or.jp

【施設・事業所の概要】

開設年月日：１９９８年４月１日

経営法人・設置主体（法人名等）：特定非営利活動法人KAWASAKI精神保健福祉事業団

職員数 常勤職員：       １名 非常勤職員        １名

専門職員 世話人         １名

生活支援員       １名

施設・設備

の概要

居室３部屋 事務所

③理念・基本方針

（運営の方針）

・利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同

生活住居において、入浴、排せつ又は食事等の介護、相談その他の日常生活上の援

助を適切かつ効果的に行う。

・事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に

立ったサービスの提供に努める。

・事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サー

ビス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努

める。

④施設・事業所の特徴的な取組

○グループホームの利用者は、精神的な面での障害はあるが、日常生活はほぼ自立し

ているため、職員は平日の午後１時から８時までの勤務となる。土日曜日や祝日、

年末年始は職員が不在になるため、「休日の様子」という記入シートを用意し、職

員不在時の食事の状況や服薬、何をやったかなどを記入してもらい、休日の様子を

確認している。職員不在時の相談などは、緊急時マニュアルを備えて掲示し、利用

者にも伝えている。

○掃除や買物、衛生管理は、利用者が主体的に行っているが、月１回、「部屋チェッ

ク」に職員が入り、利用者と一緒に部屋の片付けや共同スペースの掃除などを行っ

ている。また、利用者が孤立しないよう、法人全体でカラオケやバスハイク、忘年

会を定期的に行う他、毎月、外食や出前の日などのホーム行事を提供している。

⑤第三者評価の受審状況

評価実施期間 ２０２５年１０月１日（契約日） ～

２０２６年２月２０日（評価結果確定日）

受審回数（前回の受審時期） 初回（    年度）



⑥総評

◇事業所の特色や努力、工夫していること、事業所が課題と考えていること等

○グループホームアイリスは、法人内の５つのグループホームのひとつで、グループ

ホームつくしと同じ２DKの賃貸マンションの３室にて、心の病気を抱えている４

０歳代～５０歳代の利用者の日常生活を支援している。現在、男性４名の利用者が

生活を送っているが、日中は、就労継続支援B型事業所の仕事をしたり、グループ

ホームで過ごすなど、さまざまである。同じマンションの１室に事務所があり、平

日の夕食は事務所の食堂にて、利用者が職員手作りの食事を摂っている。

○法人内には、５ケ所のグループホームの他に、３ケ所の地域活動支援センターがあ

る。月１回、グループホームの常勤の職員で業務検討会議を開催し、同じく月１

回、グループホームや地域活動支援センターの全職員が参加する合同ケア会議を開

催している。合同ケア会議を、法人内職員の意見を集約する場としている。

○グループホームは賃貸マンションであり、老朽化もあるが、環境面では大幅には変

えることはできない。室内のカーテンやエアコン、冷蔵庫、洗濯機、レンジ、炊飯

器などは、法人として備え付け、貸し出しているが、それ以外は、利用者が持ち込

んで生活している。法人の備品に不具合が生じた時は、すぐに修理、交換してい

る。

○利用者は４０歳代～５０歳代であり、身体的な支援は必要なく、行政の書類をどう

書くか、提出はどうするかなどの相談や、通院時の病状説明が困難など、生活の中

での細かい支援が必要である。職員は常に一人体制のため、利用者への対応に追わ

れている。毎日の買物の収支については、日を決めてレシートを一緒に確認してい

る。

○グループホームでは、すべての利用者の状態を把握し、個別支援計画を作成して、

本人の決めた目標に沿った生活ができるよう支援している。通院や行政手続きが困

難な利用者には同行しているが、できるだけ自分でできるよう支援するなど、本人

の役割や意欲をそがないようにしている。利用者が話す機会として、月1回「入居

者ミーティング」を行い、次の出前は何にするかなどを話し合っている。

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

平成１０年４月開所のグループホーム アイリスを皮切りに、拠点数を増やしつつ、

四半世紀以上に亘り事業を継続しておりますが、第三者的視点による評価を受けるの

は今回が初めてであろうかと思います。

評価の過程で、自事業所の強みや課題を明確化できたことが大きな収穫となっている

と考えます。そうした一つ一つを今後の事業展開に反映させていきたいと思います。

⑧第三者評価結果

  別紙２のとおり



＜別紙２ 障害者グループホーム版＞

事業所名  グループホームアイリス     

第三者評価結果と評価機関からのコメント

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織（共通評価Ⅰ－１～４）

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント

1

（Ⅰ-1 理念・基本方針）

法人の理念については、共同生活援助の運営規程に、

運営の方針として示している。運営の方針には、地域

での自立した生活、利用者の意思及び人格の尊重、地

域との連携などを記載している。ただし、職員への周

知は不十分で、ホームページなどへの記載もない。利

用者には、年１回、契約書を更新しているため、運営

規程についても、口頭で説明している。

これまで、法人の理念については、利用者、職

員に対する周知が不十分であった。今後は、

書面で示すなどの改善を行っていきたいと事

業所は考えている。

2

（Ⅰ-2 経営状況の把握）

月３回、法人の役員会議を定期的に開催して、稼働率

や収支の状況などを確認している。役員会議にはグル

ープホームの管理者も参加しており、職員に必要な情

報は、月１回開催する業務検討会議や合同ケア会議

で、職員に説明している。現在、グループホーム全体

が抱える課題としては、職員の確保と、空き部屋への

対応があげられている。

法人内には、５ケ所のグループホームと、３

ケ所の地域活動支援センターがある。月１回、

グループホームの常勤の職員で業務検討会議

を開催し、同じく月１回、グループホームや

地域活動支援センターの全職員が参加する合

同ケア会議を開催している。合同ケア会議を、

法人内職員の意見を集約する場としている。

3

（Ⅰ-3 事業計画の策定）

単年度の事業計画は、各グループホームの常勤の世話

人が案を作成している。事業結果報告書についても、

常勤の世話人が作成している。事業計画案は、業務検

討会議のメンバーの確認を受けた後、法人内職員全体

の承認を得るため、合同ケア会議で内容を説明し、決

定している。

事業計画書や事業結果報告書は、特に利用者

には示していない。月１回、利用者が集まっ

て、行事の内容などを話し合う入居者ミーテ

ィングがあり、行事の予定などは説明してい

る。

4

（Ⅰ-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組）

管理者が法人の役員会議に出席し、社会福祉制度の動

向などの把握に努めている。グループホームの利用者

の対応などで困っていることがあった時は、業務検討

会議で対応を検討している。また、法人内の職員全体

が集まる合同ケア会議では、法人全体で行事などの見

直しを行っている。

グループホームでは、一人での勤務になるこ

とが多く、職員が問題を抱えて孤立しないよ

うに留意している。業務検討会議では、日常

の細かな困りごとも取り上げるようにしてい

る。



Ⅱ 組織の運営管理（共通評価Ⅱ－１～４）

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント

5

（Ⅱ-1 管理者の責任とリーダーシップ）

業務検討会議や合同ケア会議では、管理者として、法

人からの連絡事項などを職員に話している。また、職

員の意見や希望は、理事会にあげるよう努めている。

管理者不在の場合は、グループホーム内の２名のサー

ビス管理責任者が、役割を代行することとしている。

グループホームで、業務分担表を作成してい

る。精神医学系の学会や宿泊研修に管理者が

参加して、研鑽に努めている。また、合同ケ

ア会議の場では、感染症の予防研修や権利擁

護の研修なども開催している。

6

（Ⅱ-2 福祉人材の確保・育成）

職員の採用は、法人事務局が担当し、ハローワークや

求人サイトを活用して、人材の確保に努めているが、

厳しい状況が続いている。職員が働きやすい職場作り

として、育児中の職員もいるため、時短勤務などに配

慮している。外部研修に参加した時は、研修報告書を

提出し、内容によって、伝達研修を行っている。

グループホームは一人職場に近いため、どん

なことでも相談できる職場作りに努めてい

る。安定したサービスの提供のためにも、職

場環境の向上など、魅力ある就業状況の整備

を課題としている。

7

（Ⅱ-3 運営の透明性の確保）

ホームページを活用し、法人内のグループホームや地

域活動支援センターの活動を掲載し、また、WAM-NET に

は収支関係の情報を載せ、運営の透明性を確保する情

報の公開に努めている。また、月１回、会計事務所が

入り、帳票類のチェックを行っている。

運営の透明性を確保するため、今年度より、

グループホーム全体で、福祉サービス第三者

評価を受審している。

8

（Ⅱ-4 地域との交流、地域貢献）

グループホームの特性上、ボランティアの受け入れは

難しいと感じており、これまでボランティアの受け入

れはない。地域との交流では、以前、区が開催してい

たレクリエーションの集まりには参加したことがあ

ることから、機会があれば、利用者と一緒に参加した

いと考えている。

ボウリングや卓球など、地域の集まりには参

加したことがある。精神障害者のグループホ

ームとしては、地域との関係作りに難しさを

感じているが、地域との交流の推進は望まし

いと感じている。

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス（共通評価Ⅲ－１－（１）～（５））

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント

9

（Ⅲ-1-(1)利用者を尊重する姿勢の明示）

契約書や重要事項説明書に、利用者本位のサービス

提供を明記している。グループホームの契約は、年

度ごとの契約になるため、３月末には、次年度の契

約を利用者に案内している。個人情報の取扱いにつ

いても、契約時に説明している。

職員は入職時に、個人情報保護の誓約書を、

法人に提出している。また、利用者を尊重し

た支援を統一して提供できるよう、「業務マニ

ュアル」を整備している。

10

（Ⅲ-1-(2)福祉サービスの提供に関する説明と同意(自己決定））

グループホーム利用の問い合わせは、本人や支援者、

病院からが多い。まずはホームを見学してもらい、

丁寧な説明を心がけている。利用の前には、必ず４

～５回、体験利用をしてもらっている。グループホ

入居後の部屋替えは行っていないため、利用

の開始にあたっては、見学や体験入居を踏ま

え、利用者が納得して利用できるよう努めて

いる。



ームでは、２人での生活になるため、生活環境を確

認してもらうとともに、同室者との相性も確認して

いる。体験利用後、契約につながらないケースもこ

れまでにある。

11

（Ⅲ-1-(3)利用者満足の向上）

半年に１回、個別支援計画の作成時に、定期的に利

用者と面談をしている。面談前には、事前にアンケ

ートを実施し、次の目標や困りごとなどを確認して

いる。利用者との面談は、定期面談の他に随時行っ

ており、毎週のように相談に来る利用者もいる。

定期的な面談にて、利用者の声は聴取してい

るが、満足度調査の実施については、今後検

討する必要があると事業所は考えている。

12

（Ⅲ-1-(4)利用者が意見等を述べやすい体制の確保）

苦情解決の仕組みは、事務所に掲示して、利用者に

示している。苦情の受付担当者など、グループホー

ムの身近の職員はあえて外し、法人の役員などにし

ている。また、外部の相談機関なども掲示して知ら

せている。苦情内容などは、個別に対応して、記録

に残している。

利用者からの相談は、利用者の部屋は同室者

もいることから、事務所で受けることが多い。

13

（Ⅲ-1-(5)安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組）

感染症の対策として、年２回、嘔吐物の処理や防護

服の使用方法などの研修を開催している。防災に関

しては、年２回、グループホームごとに、避難訓練

を行っている。避難用のリュックは各部屋に一人ひ

とりのものを置いて、避難時に持ち出せるように取

り組んでいる。

感染症や災害時対策の研修を定期的に開催し

て、緊急時の対応がスムーズにいくように努

めている。

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保（共通評価Ⅲ－２－（１）～（３））

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント

14

（Ⅲ-2-(1)提供する福祉サービスの標準的な実施方法の確立）

業務マニュアルを整備して、標準的なサービスの提

供に努めている。現在、月１回、グループホームの

常勤の職員が業務検討会議の場で、内容の検討を行

い、改訂をすすめている。ここ１～２年くらいの間

では、水害の際の避難計画などを追加している。

業務マニュアルの改訂は、月１回の業務検討

会議で進めているが、年度の終わり頃までに

は、改訂する予定でいる。

15

（Ⅲ-2-(2)適切なアセスメントによる福祉サービス実施計画の策定）

個別支援計画は、半年に１回、見直し、作成を行っ

ている。作成前には、利用者にアンケートを実施し

ている。アンケートでは、困りごとなども確認する

他、アセスメントも兼ねている。個別支援計画は、

世話人が案を作成し、サービス管理責任者が内容を

確認した後、法人全体の合同ケア会議に諮っている。

その後、本人の確認、了承を得ている。計画作成に

際しての利用者との面談は、本人と世話人、サービ

ス管理責任者が集まって実施している。

個別支援計画については、法人全体で内容を

検討、協議している。また、定期的にモニタリ

ングを実施し、必要に応じて、内容を変更し

ている。



16

（Ⅲ-2-(3)福祉サービス実施の適切な記録）

グループホームの記録には、運営日誌と利用者一人

ひとりの個人記録がある。ともにパソコンに入力し

ているが、グループホーム間での共有はなく、毎月、

印刷して、各グループホームの事務所に保管してい

る。個人情報の記載がある書面は、鍵付きの棚に保

管している。

記録類や情報は、グループホーム間で共有す

る仕組み作りを、今後の課題としている。

Ａ-１ 利用者の尊重と権利擁護（内容評価 A－１－（１）、（２））

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント

17

（Ａ-1-(1)自己決定の尊重）

グループホームの入居に際しては、利用者本人にグ

ループホームの説明を行った後、実際に見学しても

らい、また、体験利用を４～５回繰り返している。

マンションでの生活の様子や、同じ２DK 内で暮らす

人との相性を十分に確認してから、入居を決定して

いる。入居後は、同室者と話し合い、入浴の順番な

どを決めている。日中の生活はさまざまで、就労継

続支援 B 型事業所の仕事をしたり、体調面から仕事

をしていない利用者もいる。職員は過度の介入はし

ていない。

利用者の自立を最大の目標としており、入浴

やトイレ介助などの支援は行っていない。利

用者自身が食事を作ることはほとんどなく、

パンやカップラーメンなどを購入してくるこ

とが多い。平日の夕食は職員が作り、事務所

の食堂で皆で食事をしている。平日の夕食時

が唯一、皆で話ができる場になっている。そ

の他の時間帯は、利用者が自由に活動してお

り、門限もなく、利用者が「その人なりの生

活」を送っている。

18

（Ａ-2-(2)権利侵害の防止等）

利用者に対して、権利侵害を防止するため、職員は

入職時に業務マニュアルについて研修を受け、利用

者の権利侵害の防止、身体拘束の防止、プライバシ

ーの保護など、基本的な支援を学んでいる。職員は

出勤後、毎日各部屋を回り、安否確認を行っている

が、ノック、声かけしてから入室している。利用者

は「さん」付けで呼んでいる。現在は暴力などなく、

利用者は穏やかに生活をしている。

権利侵害の防止に関しては、法人の研修を徹

底している。職員は利用者の話を穏やかに聴

いて会話している。利用者も話を聞いてもら

うことで安心し、職員をとても信頼している。

Ａ-２ 生活支援（内容評価 A－２－（１）～（８））

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント
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（Ａ-2-(1)支援の基本）

職員は、「日本精神科診療所協会のシンポジウム」の

出張研修に出席している。また、法人の研修などで

専門的支援の習得に努めている。グループホームで

は、すべての利用者の状態を把握し、個別支援計画

を作成して、本人の決めた目標に沿った生活ができ

るよう支援している。通院や行政手続きが困難な利

用者には同行しているが、できるだけ自分でできる

よう支援するなど、本人の役割や意欲をそがないよ

うにしている。利用者が話す機会として、月 1回「入

居者ミーティング」を行い、次の出前は何にするか

などを話し合っている。

職員は月曜から金曜までの日中のみの勤務で

あり、土・日・祝・年末年始は不在になる。利

用者には、「休日の様子」という記入シートを

用意し、職員不在時の食事の状況や服薬、何

をやったかなどを記入してもらい、休日の様

子を確認している。職員不在時の相談などは、

緊急時マニュアルを整えて掲示し、利用者に

も伝えている。
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（Ａ-2-(2)日常的な生活支援）

食事は、月～金曜までの夕食のみ、職員が作ったも

のを提供している。平日の朝と昼、土日曜日は、利

用者は食事作りをほとんど行わず、パンやカップラ

ーメンなどを購入して食べることが多い。そのため、

平日の夕食は１汁３菜とし、栄養面に配慮している。

糖尿などで食事の制限がある方には、ご飯の量を調

整して支援している。平日の夕食は、同じマンショ

ン内のグループホームつくしの事務所で、アイリス

の分もまとめて作っている。

利用者は４０歳代～５０歳代であり、身体的

な支援は必要なく、行政の書類をどう書くか、

提出はどうするかなどの相談や、通院時の病

状説明が困難など、生活の中での細かい支援

が必要である。職員は常に一人体制のため、

利用者への対応に追われている。毎日の買物

の収支については、日を決めてレシートを一

緒に確認している。

21

（Ａ-2-(3)生活環境）

グループホームは賃貸マンションであり、老朽化も

あるが、環境面では大幅には変えることはできない。

室内のカーテンやエアコン、冷蔵庫、洗濯機、レン

ジ、炊飯器などは、法人として備え付け、貸し出し

ているが、それ以外は、利用者が持ち込んで生活し

ている。法人の備品に不具合が生じた時は、すぐに

修理、交換している。部屋の片付けができず、ゴミ

がたまっていたり、入浴をあまりしていなかったり、

利用者には課題もあるが、間接的にアドバイスする

程度にしている。

生活環境を整えることで部屋チェックは行っ

ているが、職員はできるだけ介入せず、利用

者が自分で生活を整えていくようにしてい

る。ものの置き場所などにこだわりがある利

用者には、本人が生活しやすいようにしても

らっている。
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（Ａ-2-(4)機能訓練・生活訓練）

特に機能訓練は、支援の中には含まれていないが、

医師から運動をするように言われている利用者もい

る。医療機関や精神科の訪問看護と連携をとって対

応している。以前、グループホームでは、皆で調理

実習を行っていたが、興味のない利用者が多く、現

在は行っていない。

利用者は４０歳代～５０歳代だが、何かをや

ろうという気持ちが低下している時は、心の

拠り所として、職員に相談してくることが多

い。
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（Ａ-2-(5)健康管理・医療的な支援）

感染症対策マニュアルを整備し、体調変化時や発熱

時などの対応手順書も共有している。職員は出勤時

には、全利用者の部屋を訪問し、安否確認や健康状

態の視診を行っている。体調が悪い時は、自分でか

かりつけ医やその他の科を受診している。アレルギ

ーのある利用者や、糖尿病で栄養指導を受けている

利用者もおり、夕食ではご飯の量を決めて提供して

いる。利用者全員が服薬しているため、朝、昼の薬

の空袋を夕食の時持ってきてもらい、職員が確認し

ている。薬の管理が困難な利用者には、薬カレンダ

ーへの仕分けを支援している。

自分で健康管理をしていくことが基本だが、

状況によって、職員に相談してくることが多

い。個々の状況に応じて、血圧や体重の値を

記録し、通院時に提出している。
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（Ａ-2-(6)社会参加、学習支援）

地域との関わりは薄い。マンションには、一般の方

も居住しているが、ほとんど関わりはない。買物や

外食にも一人で出かけている。法人開催のレクリエ

ーションとして、いちご狩りや温泉旅行、忘年会、

日帰り外出などを行っている。また、定期的に外食

引きこもりの利用者が見られ、社会参加はき

びしい状況にある。音楽など自分の趣味に没

頭できる人は生活を楽しんでいる。



の機会も設けている。外泊は届出書を出してもらっ

ている。

第三者評価を受審してホームが認識した取組状況
（努力・工夫していること、課題と考えていること）

評価機関からのコメント
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（Ａ-2-(7)地域生活への移行と地域生活の支援）

利用者は、身体が動くうちは、ここで生活したいと

考えている。現在、一人暮らしの希望は特にない。

希望があれば支援をするが、物件探しなどで課題も

多い。

現在、職員は日中だけの勤務だが、利用者は

さまざまな相談ができ、安心して落ち着いた

生活を送っている。社会に出ての一人暮らし

は、金銭面のことや、相談者がいないことな

どで、ハードルは高い。
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（Ａ-2-(8)家族等との連携・交流と家族支援）

家族との関係が薄い利用者が多い。グループホーム

の利用は、本人との契約であるため、緊急時の連絡

先の欄も空欄の場合が多い。家族との連絡が取れる

利用者も、本人が入院したなどの連絡をするのみで

細かな連絡交流はない。

グループホームの契約は、利用者本人と行う

場合が多く、家族との関わりは少ない。



＜別紙３ 障害者グループホーム版＞

利用者調査結果

事業所名：グループホームアイリス  

利用者調査概要 利用者調査総合結果

利用者総数：  ４名

アンケート調査対象： ４名

ヒアリング調査対象：  １名

＜アンケート調査の結果＞

４名の利用者全員に、アンケートを実施したが、２名

の利用者からは、協力が得られなかった。

設問のうち、「自分のペースで過ごしている」「相談で

きる人がいる」「職員・スタッフは丁寧な言葉で話して

くれる」「自由に外出できる」「不満や苦情を伝えるこ

とができる」については、全員が肯定的に答えていた。

＜ヒアリング調査の結果＞

訪問調査時、５０歳代の男性に話を伺った。グループ

ホームでの生活の様子を詳しく話してくれた。以下の

意見が寄せられた。

・週１日、病院のデイケアに通っている。

・ここの夕食はおいしい。カレーとかラーメンが好き。

・ただし、体重制限があって、量は我慢している。

・パソコンで音楽を作るのが楽しい。楽譜を買いに行き、

編曲している。パソコンの中に１００曲くらい入って

いる。

・ここではいろいろなことがやれて楽しい。麻雀とか。

・困っていることは、体重が減らないこと。足が弱って

きているので、減らすよう頑張っている。


